
【Web資料Ⅲ-⑨ 懲戒処分に関する最高裁判決・裁判例】 

 

［懲戒権］ 

国鉄札幌運転区事件・最 3小判昭和 54年 10月 30日 

 「思うに、企業は、その存立を維持し目的たる事業の円滑な運営を図るため、それを構成する人的要素及びその所有

し管理する物的施設の両者を総合し合理的・合目的的に配備組織して企業秩序を定立し、この企業秩序のもとにその活

動を行うものであって、企業は、その構成員に対してこれに服することを求むうべく、その一環として、職場環境を適

正良好に保持し規律のある業務の運営体制を確保するため、その物的施設を許諾された目的以外に利用してはならない

旨を、一般的に規則をもって定め、又は具体的に指示、命令することができ、これに違反する行為をする者がある場合

には、企業秩序を乱す者として、当該行為者に対して、その行為の中止、原状回復等必要な指示、命令を発し、又は規

則に定めるところに従い制裁として懲戒処分を行うことができるもの、と解するのが相当である。」 

 

関西電力事件・最 1小判昭和 58年 9月 8日 

「労働者は、労働契約を締結した雇用されることによって、使用者に対して労務提供義務を負うとともに、企業秩序

を遵守すべき義務を負い、使用者は、広く企業秩序を維持し、もって企業の円滑な運営を図るために、その雇用する労

働者の企業秩序違反行為を理由として当該労働者に対し、一種の制裁罰である懲戒を課することができるものであると

ころ、右企業秩序は、通常、労働者の職場内又は職務遂行に関係のある行為を規制することにより維持しうるのである

が、職場外でされた職務遂行に関係のない労働者の行為であっても、企業の円滑な運営に支障を来たすおそれがあるな

ど企業秩序に関係を有するものもあるのであるから、使用者は、企業秩序の維持確保のために、そのような行為をもう

規制の対象とし、これを理由として労働者に懲戒を課すことも許されるのであり（最高裁昭和 45年（オ）第 1196号同

49年 2月 28日第 1小法廷判決・民集 28巻 1号 66頁参照）、右のような場合を除き、労働者は、その職場外における職

務遂行に関係のない行為について、使用者による規制を受けるべきいわれはないものと解するのが相当である。」 

 

 

［職場規律違反］ 

目黒電報電話局事件・最 3小判昭和 52年 12月 13日 

 「一般私企業においては、元来、職場は業務遂行のための場であって政治活動その他従業員の私的活動のための場所

ではないから、従業員は職場内において当然には政治活動をする権利を有するというわけのものでないばかりでなく、

職場内における従業員の政治活動は、従業員相互間の政治的対立ないし抗争を生じさせるおそれがあり、また、それが

使用者の管理する企業施設を利用して行なわれるものである以上その管理を妨げるおそれがあり、しかも、それを就業

時間中に行なう従業員がある場合にはその労務提供義務に違反するにとどまらず他の従業員の業務遂行をも妨げるおそ

れがあり、また、就業時間外であっても休憩時間中に行なわれる場合には他の従業員の休憩時間の自由利用を妨げ、ひ

いてはその後における作業能率を低下させるおそれのあることがあるなど、企業秩序の維持に支障をきたすおそれが強

いものといわなければならない。したがって、一般私企業の使用者が、企業秩序維持の見地から、就業規則により職場

内における政治活動を禁止することは、合理的な定めとして許されるべきであり、特に、合理的かつ能率的な経営を要

請される公社においては、同様の見地から、就業規則において［政治活動を規制する］規定を設けることは当然許され

ることであって、［政治活動を規制する］公社就業規則の規定も、本質的には、右のような趣旨のもとに定められている

と解されるのが相当である。」 

 

明治乳業事件・最 3小判昭和 58年 11月 1日 

「（略）本件ビラ配布は、許可を得ないで工場内で行われたものであるから、形式的にいえば就業規則の条項等に違反

するものであるが、右各規定は工場内の秩序の維持を目的としたものであることが明らかであるから、形式的に右各規

定に違反するようにみえる場合でも、ビラの配布が工場内の秩序を乱すおそれのない特別の事情が認められるときは、

右各規定の違反になるとはいえないと解される（電電公社目黒電報電話局事件最高裁判決参照）。そして、前記のような

本件ビラの配布の態様、経緯及び目的並びに本件ビラの内容に徴すれば、本件ビラの配布は、工場内の秩序を乱すおそ

れのない特別の事情が認められる場合に当たり、右各規定に違反するものではないと解するのが相当である。」 
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［兼業禁止違反］ 

小川建設事件・東京地決昭和 57年 11月 19日 

  「労働者がその自由なる時間を精神的肉体的疲労回復のため適度な休養に用いることは、次の労働日における誠実な

労務提供のための基礎的条件をなすものであるから、使用者としても労働者の自由な時間の利用について関心をもたざ

るをえず、また兼業の内容によっては企業の経営秩序を害し、または企業の対外的信用、体面が傷つけられる場合もあ

りうるので、従業員の兼業の許否について、労務提供上の支障や企業秩序への影響等を考慮したうえでの会社の承諾に

かからしめる旨の規定を就業規則に定めることは不当とはいいがた」い。 

 

 

［内部告発］ 

大阪いずみ市民生協〈内部告発〉事件・大阪地堺支判平成 15年 6月 18日 

 「（略）内部告発の内容の根幹的部分が真実ないしは内部告発者において真実と信じるについて相当な理由があるか、

内部告発の目的が公益性を有するか、内部告発の内容自体の当該組織体等にとっての重要性、内部告発の手段・方法の

相当性等を総合的に考慮して、当該内部告発が正当と認められた場合には、当該組織体等としては、内部告発者に対し、

当該内部告発により、仮に名誉、信用等を毀損されたとしても、これを理由として懲戒解雇をすることは許されないも

のと解するのが相当である。」 
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